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EPO と協力特許庁の間での特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムについての更新

情報 

 

PCT ルート及び国内審査での審査結果を基礎とする PPH 試行プログラムの 3 年間の試行

期間が 2017 年 2 月 1 日、ヨーロッパ特許庁（EPO）とロシア特許庁の間でスタートした。

また、五庁間の PPH 試行プログラムが 2017 年 1 月 6 日、さらに 3 年間延長されることに

なった。 

 

特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムは、国際出願された特許出願の審査を早める

ために開発されたものである。とりわけ、PPH 試行プログラムは、複数の特許庁間の「作

業分担（ワークシェア）」を行い、特許出願の審査の遅れを減少させることを意図している。 

 

PPH 試行プログラムは、欧州特許庁（EPO）と外国の特許庁との間で締結された一連の個

別協定を通して実施される。EPO は 2008 年 9 月、米国特許庁（USPTO）と最初にパー

トナーとなるための提携を行った。その後、日本特許庁（JPO）、韓国特許庁（KIPO）、

中国特許庁（SIPO）及び米国特許庁との間で多国間協定（いわゆる、五庁間協定）を締結

するため、各特許庁との間で個別協定を締結した。これが五庁間 PPH 試行プログラムで

あり、このほど３年の追加延長が認められた（この延長は 2020 年 1 月 5 日に終結する）。 

 

五庁間協定の枠組みと同じように、EPO は別の PPH 試行プログラムを、他の国の特許庁

との間で開始した。具体的なパートナーは、カナダ特許庁（CIPO）、イスラエル特許庁

（ILPO）、メキシコ特許庁（IMPI）、オーストラリア特許庁（IPA）、シンガポール特許庁

（IPOS）及びコロンビア商工監督局（SIC）である。 

 

2016 年 10 月に、 EPO のバチステリ長官（ Benoît Battistelli）とロシア特許庁

（ROSPATENT）のイヴリエヴ長官（Grigory Petrovich Ivliev）の間で調印された協定を

受け、EPO とロシア特許庁は、共同 PPH 試行プログラムを立ち上げた。その結果、PCT

審査と国内審査の結果を基礎とする二庁間の PPH 試行プログラムのための３年間の試行

期間が 2017 年 2 月 1 日にスタートした。 
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EPO との PPH 試行プログラムに参加するためにはいくつかの条件を満たす必要がある。

同プログラムによれば、プログラムに参加する第１庁から特許査定を受けたクレームの出

願人は、プログラムに参加する第２庁でも迅速かつ効率的に対応する外国特許を得ること

ができる。従って、対応特許出願のクレームが一つの参加国で認可されれば、その出願は、

PPH 試行プログラムに参加する資格をもつ。 

 

例えば、五庁間の PPH 試行プログラムの下での PPH 申請は、五庁のいずれかが国際調査

機関（ISA）または国際予備審査機関（IPEA）として作成した最新の PCT 成果物、また

は通常の国内出願もしくは国内審査段階に移行した PCT 出願の審査の過程で得られた審

査結果を基礎とすることができる。さらに、PPH 試行プログラムへの参加が申請された欧

州出願については、対応する出願と最先の日付が同一でなければならない。プログラムに

参加する欧州出願の各クレームは最初に特許認可されたクレームと十分に対応する、また

は十分に対応するように補正されなければならない。欧州出願のクレームは、対応出願の

クレームと類似するかそれよりも狭い権利範囲をもつことになる。この点について、対応

するクレームが明細書で支持されている特徴を追加して更に限縮するよう補正されている

場合、クレームの権利範囲はより狭くなる。補正を行うときには、出願当初の内容を超え

る主題を含むように補正してはならないということを、出願人は肝に銘じておくべきであ

る。最後に、申請の時点で欧州出願の審査が開始されていてはならない。このため、既に

開始されている審査を早めることはできない。同プログラムはあくまでも、出願の審査を

早く着手させるためのものであり、EPO での実際の審査を早めるものではない。 

 

注意すべき点は、PPH 試行プログラムへの参加申請が認められれば、欧州出願は早期審査

が行われることである。PPH 試行プログラムへの参加の申請が認められると、当該欧州出

願は早期での審査が行われ、PACE プログラムに適用される条件が、PPH 試行プログラム

での欧州出願の審査にも類似的に適用されることにある。 


